
　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関す

る法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５及

び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 　　令和８年４月２７日　宮崎地方法務局　登記官　須賀　信一郎　　　　

 記

１　手続番号　第３５０１－２０２４－０００５号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　　日南市大字楠原字寺の脇１０７番ロの２

３　地目　雑種地 

４　地積  ２３㎡ 

５　抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

 に記録されている事項）

 髙橋ユク

６　登記すべき事項 

表題部所有者として登記すべき者がない[令和元年法律第１５号第１４

 条第１項第４号イ]

 

 



　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

のとおり行う予定ですので、おしらせします。 

 　　令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日　

 　　　　　　宮崎地方法務局　登記官　須 賀 信 一 郎　　　　　　

 記

１　手続番号　第３５０１－２０２５－００４３号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　　日南市大字酒谷字名尾甲１３５１番

３　地目　畑 

４　地積　３７６㎡ 

５　表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所 

 　　　宮崎縣南那珂郡酒谷村甲１３０１番地

 川口六次（大正１４年９月２１日当時）



　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

のとおり行う予定ですので、おしらせします。 

 　　令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日　

 　　　　　　宮崎地方法務局　登記官　須 賀 信 一 郎　　　　　　

 記

１　(1)手続番号　第３５０１－２０２５－００５３号 

　　(2)手続番号　第３５０１－２０２５－００５４号 

　　(3)手続番号　第３５０１－２０２５－００５５号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　(1)日南市大字酒谷字今別府甲１７７１番１

     (2)日南市大字酒谷字今別府甲１７７２番１

     (3)日南市大字酒谷字今別府甲１７７５番２

３　地目　(1)畑、(2)畑、(3)畑 

４　地積　(1)７７９㎡、(2)２３３㎡、(3)１７㎡ 

５　表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所 

 　　　宮崎県日南市大字酒谷甲１７７８番地

 梅田新平（昭和５２年１１月２４日当時）



　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５

のとおり行う予定ですので、おしらせします。 

 　　令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日　

 　　　　　　宮崎地方法務局　登記官　須 賀 信 一 郎　　　　　　

 記

１　手続番号　第３５０１－２０２５－００６０号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　　日南市大字酒谷字陣尾甲２２７２番ロの１

３　地目　田 

４　地積　１８８㎡ 

５　表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所 

 　　　宮崎県日南市大字酒谷甲２２５６番地

 小野寳作（昭和４８年９月１５日当時）



　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関す

る法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５及

び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 　　令和８年４月２７日　宮崎地方法務局　登記官　須賀　信一郎　　　　

 記

１　(1)手続番号　第３５０１－２０２５－００６１号 

    (2)手続番号　第３５０１－２０２５－００６２号 

　  (3)手続番号　第３５０１－２０２５－００６３号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　(1)日南市大字酒谷字陣尾甲２２７３番イ

     (2)日南市大字酒谷字陣尾甲２２７３番ロ

 　　(3)日南市大字酒谷字陣尾甲２２７３番ハ

３　地目　(1)田、(2)田、(3)田 

４　地積  (1)５５５㎡、(2)２４１㎡、(3)１２５㎡ 

５　抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

 に記録されている事項）

 古澤榮吉

６　登記すべき事項 

表題部所有者として登記すべき者がない[令和元年法律第１５号第１４

 条第１項第４号イ]

 

 



　　　表題部所有者の登記のお知らせ 

　下記の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関す

る法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を下記５及

び６のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

 　　令和８年４月２７日　宮崎地方法務局　登記官　須賀　信一郎　　　　

 記

１　手続番号　第３５０１－２０２５－００７０号 

２　表題部所有者不明土地に係る所在事項 

 　　　日南市大字酒谷字坂元上甲２７７６番５

３　地目　田 

４　地積  ３０４㎡ 

５　抹消する登記事項（表題部所有者不明土地の登記記録の表題部の所有者欄

 に記録されている事項）

 鈴木被太郎

６　登記すべき事項 

表題部所有者として登記すべき者がない[令和元年法律第１５号第１４

 条第１項第４号イ]
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